
Ⅱ　統 計 表 第３表　職種別、企業規模別　平均年齢及び平均給与月額

（海事関係職種）

 うち  うち  うち  うち
 時間外手当  時間外手当  時間外手当  時間外手当

(Ａ) (Ｂ) (Ａ-Ｂ) (Ａ) (Ｂ) (Ａ-Ｂ) (Ａ) (Ｂ) (Ａ-Ｂ) (Ａ) (Ｂ) (Ａ-Ｂ)

歳 円 円 円 歳 円 円 円 歳 円 円 円 歳 円 円 円

船 長 ・ 機 関 長 52.0 * 1,182,228 0 1,182,228 53.0 * 1,306,754 0 1,306,754 49.2 * 819,028 0 819,028 － － － －

一 等 航 海 士 ・ 機 関 士 40.4 * 1,052,664 0 1,052,664 41.6 * 1,152,350 0 1,152,350 35.7 * 645,615 0 645,615 － － － －

二 等 航 海 士 ・ 機 関 士 29.5 * 686,668 11,772 674,896 30.8 * 794,721 16,816 777,905 26.6 * 434,545 0 434,545 － － － －

三 等 航 海 士 ・ 機 関 士 27.5 * 654,400 41,747 612,653 28.5 * 724,728 53,675 671,053 23.8 * 408,252 0 408,252 － － － －

運 航 士 － － － － － － － － － － － － － － － －

甲 板 長 ・ 操 機 長 － － － － － － － － － － － － － － － －

甲 板 手 ・ 操 機 手 － － － － － － － － － － － － － － － －

甲 板 員 ・ 機 関 員 － － － － － － － － － － － － － － － －

（技能・労務関係職種）

 うち  うち  うち  うち
 時間外手当  時間外手当  時間外手当  時間外手当

(Ａ) (Ｂ) (Ａ-Ｂ) (Ａ) (Ｂ) (Ａ-Ｂ) (Ａ) (Ｂ) (Ａ-Ｂ) (Ａ) (Ｂ) (Ａ-Ｂ)

歳 円 円 円 歳 円 円 円 歳 円 円 円 歳 円 円 円

電 話 交 換 手 57.2 * 290,282 33,847 256,435 57.2 * 290,282 33,847 256,435 － － － － － － － － 見習、外国語の電話交換手を除く。

自家用乗用自動車運転手 50.3 * 522,903 111,303 411,600 50.3 * 522,903 111,303 411,600 － － － － － － － －
業務委託契約等に基づき、他の事業所において業務に従事している者を
除く。

守 衛 46.1 * 332,178 82,563 249,615 － － － － 46.1 * 332,178 82,563 249,615 － － － －

用 務 員 58.3 * 308,899 0 308,899 58.4 * 314,373 0 314,373 58.0 * 290,372 0 290,372 － － － －

所定内給与 所定内給与

100 人 以上  1,000 人 未満

平均
年齢

1,000 人 以上

平均
年齢

 きまって支給
 する給与

所定内給与

所定内給与

所定内給与

 きまって支給
 する給与

100 人 以上  1,000 人 未満

50 人 以上  100 人 未満

 きまって支給
 する給与

規　　　模　　　計

 きまって支給
 する給与

所定内給与

備　　　　　　　考

所定内給与

 きまって支給
 する給与

平均
年齢

50 人 以上  100 人 未満

(注)　*印のあるものは、調査実人員が20人以下であることを示す。
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